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別記 4（第 32条関係） 

個人情報取扱特記事項 

 

乙が指定管理業務を通じて取得する個人に関する情報（以下「個人情報」という。）の取扱い

については、この特記事項によらなければならない。 

 

（基本的事項） 

第１  乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、指定管理業務の実施にあたっては、個人情報の

保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び松阪市個人情報保護条例(平成 17年条例

第 7 号）を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の取扱いを適正に行

わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。当

該指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若

しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた後においてもまた、

同様とする。 

２ 乙は、指定管理業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても指定管理業務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこ

と等の個人情報の保護に必要な事項を周知させ、その遵守状況の監督その他必要かつ適切な監

督を行わなければならないものとする。 

 

（収集の制限） 

第３  乙は、指定管理業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第４ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し、又は第三者に提供して

はならない。 

 

（適正管理） 

第５ 乙は、指定管理業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止をするため、

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（複写及び複製の禁止） 

第６ 乙は、指定管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等

を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 
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（再委託等の禁止） 

第７ 乙は、個人情報を取り扱う業務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはな

らない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。 

２ 乙は、甲の承諾により個人情報を取り扱う業務を第三者に委託する場合には、甲が乙に対し

て求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。 

 

（資料等の返還） 

第８ 乙は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき

は、指定管理業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等（当該資

料等を複写し、又は複製したものを含む。）を直ちに甲に返還しなければならない。ただし、

甲が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。 

 

（資料等の廃棄等） 

第９ 乙は、当該指定の期間が満了したとき、又は法第 244 条の 2 第 11 項の規定により指定を

取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき

は、甲の指示に従い、指定管理業務に関して知り得た個人情報が記録された資料等を焼却、シ

ュレッダー等による裁断、消去等当該個人情報が第三者の利用に供されることのない方法によ

り速やかに廃棄し、若しくは甲又は甲の指示するものに引き渡すものとする。 

２ 前項の場合において、乙が正当な理由がなく指定された期限内に個人情報等を廃棄せず、又

は引き渡ししないときは、甲は、乙に代わって当該個人情報等を廃棄し、又は回収することが

できる。この場合においては、乙は、甲の廃棄又は回収について異議を申し出ることができず、

また、甲の廃棄又は回収に要した費用を負担しなければならない。 

 

（苦情処理） 

第１０ 乙は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

２ 乙は、苦情を受けたときは、直ちに甲に報告するとともに、適宜、処理経過を報告しなけれ

ばならない。 

 

（事故発生時における報告） 

第１１ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあること

を知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 

 

（調査） 

第１２  甲は、乙が指定管理業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状況につい

て、随時に調査することができる。 

 

（指示） 
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第１３ 甲は、乙が指定管理業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱

いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。 

 

（損害賠償） 

第１４ 甲は、乙が特記事項に違反したことにより甲に損害が発生したと認めるときは、損害賠

償の請求をすることができるものとする。 

 


